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平成２３年度資金不足比率審査意見書の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

平成２３年度決算に係る資金不足比率に関する書類の審査を実施しましたので、

次のとおり意見書を提出します。



資金不足比率審査意見書

１． 審査の対象

平成２３年度決算に係る資金不足比率並びにその算定となる事項

を記載した書類

２． 審査の期日

平成２４年８月８日（水）

３． 審査方法

審査は、理事長より送付された平成２３年度決算に係る資金不足比

率並びにその算定基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成され

ているかどうかを主眼として実施した。また、必要な事項については

説明を求めて審査を行った。

４． 審査の結果

審査に付された平成２３年度決算に係る資金不足比率並びにその

算定基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されてい

るものと認めた。

１ 結果の概要

資金不足比率については、資金不足が発生していないため該当しな

い。

（資金不足比率） （単位：％）

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

廃棄物発電事業特別会計 ― ２０．０

(注)資金不足比率の「―」の表示は、資金の不足額がないことを表している。
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２ 結果の分析等

資金不足比率は、公営企業会計の資金の不足額の事業規模に対する

比率であり、公営企業会計の資金不足の状況を表す指標である。

平成２３年度の廃棄物発電事業特別会計の決算では資金不足は発

生していないため、資金不足比率は生じていない。

３ 意見

平成２３年度の廃棄物発電事業特別会計の資金収支額は、３１０，

３２２千円の黒字であり、前年度に引き続き資金不足比率が発生して

いないことから、財政の健全性を堅持しているものと認められた。

廃棄物発電事業特別会計については、平成２３年度末をもって廃止

され、廃棄物発電事業は地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基

づく公営企業ではなく、一般会計の清掃事業の附帯事業として引き続き

実施されることとなったが、今後とも、可能な限り事業の効率化を図

り、事業の健全運営に努められたい。
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